
 

令和５年８月 25日 

 

簡易無線局の開設区域を定める告示案に対する意見募集の結果 

 

 総務省は、簡易無線局の開設区域を定める告示案について、令和５年７月７日（金）から

同年８月７日（月）までの間、意見募集を実施したところ、１件の意見の提出がありました

ので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。    

総務省は、今後、意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。 

 

１ 背景 

総務省では、デジタル簡易無線が使用する周波数の増波を踏まえ、簡易無線の開設区域を

定める告示案を作成し、令和５年７月７日（金）から同年８月７日（月）までの間、意見募

集を実施しました。 

 

２ 意見募集の結果 

提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙のとおりです。 

 

３ 今後の予定 

総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。 

 

（関連報道資料） 

・簡易無線局の開設区域を定める告示案に係る意見募集（令和５年７月６日（木）） 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000608.html 
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